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領収証の取扱について�

�

仕事や事業で領収書を発行する場合に注意すべき点には次のようなものがあります。�

①�必ず控えの残る領収書用紙をお使いください。控えにも日時、金額、相手先を記載してください。�

②�書き損じた領収書用紙は捨てずに控えとともに保存してください。�

③�「金額を訂正したものは無効とします」と記載してください。�

④�金額の前には「￥」を後ろには「．―」の記号を入れてください。�

⑤�控えと領収書には割印をしてください。（複写式は不要）�

⑥�領収書には通し番号を付してください。（控えとも）�

⑦�収入印紙には必ず消印（割印）をしてください。�

⑧�発行年月日は必ず記載してください。�

⑨�やむを得ず領収書を再発行する場合は、必ず「再発行分」と明記してください。（控えとも）�

⑩�入金の形態（現金・小切手・手形・相殺）も明記してください。�

⑪�収入印紙は、消費税相当額と相殺額を差し引いた後の金額が課税の基準となります。�

この場合は必ず消費税相当額と相殺金額を領収書に明記してください。�

⑫�定期的に、領収書（控）綴りを点検して書損の有無や入金漏れの有無を確認してください。�
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